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家計に関する書類について 

 

収入・所得の証明書類は、奨学金の選考をするうえで大切な必要書類です。収入・所得の内容

を客観的に証明する書類を提出していただけない場合は、選考できません。提出する書類は所得

の種類や家庭の状況によって各々異なりますので、3 ページ以降の一覧表とフローチャートを確

認し、書類を準備してください。必要に応じて書類の追加を求める場合があります。 

【提出方法】Web 出願フォームに写真添付してください。 

※Web 出願フォームについては、募集要項p.1 を確認してください。 

 

１．収入・所得に関する証明書類について 

（１）対象者 

① 父と母がいる場合 ： 父と母の両方の証明書が必要 

② ひとり親の場合  ： 父または母（本人と生計を一にしている人）の証明書 

※父母がいない場合は、父母に代わる生計維持者の証明書を提出してください。  

（２）今回確認をする収入・所得の対象期間 

2025 年 1 月～12 月（原則） 
※ただし、2025 年1 月2 日から申込み現在までに退職、転職、または就職（開業含む）等により

収入状況が変わった場合、現在の月収・賞与などの書類（以下の例を参照）をもとに、1 年分の

所得金額に見合った額を推算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）マイナンバー（個人番号）について 

奨学金出願の手続きでは、マイナンバーが記載された証明書は受け取りません。 

マイナンバー部分を隠したコピーを提出してください。 

Ⅰ． 

例）2025年3月31日にA社を退職し、翌日4月1日から新しいB社に就職した場合 
 必要な提出書類    以下 ㋐ ㋑ ㋒ ㋓ を準備してください。 
㋐ 2025／令和7年分の源泉徴収票 A社とB社の2通分 

（B社が前職分もまとめて年末調整をしている場合は1通でよい） 
㋑ 2025／令和7年度（所得等の内容は2024／令和6年分）の所得証明書 
㋒ 3月31日に退職したA社の退職証明書 

（源泉徴収票に退職の＊があり、退職日が確認できる場合は不要） 
㋓ 4月1日から就職したB社の直近3カ月分の給与明細（開業の場合は帳簿） 

 解説  

㋐の書類で2025年1年間の就業状況を把握します。 

㋑の所得証明書で、給料の変化とその他所得の確認をします。 

㋒のA 社退職証明書があることで、現在A 社から収入はないと証明ができ、㋓の書類でB 社の1 年分の収

入金額を確認できます。 

㋒の A 社退職証明書を提出できない場合は、退職が確認できないため、現在も就業中であると見なします。

必要な書類を不備無く揃えることで、選考におけるデメリットを防ぐことができますので、書類の紛失等でお

手元にない場合は、再発行の依頼をして入手してください。 
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２．収入・所得に関するよくある質問 

 

次ページ以降に収入・所得の証明書別に詳細な説明を記載していますので、問い合わせの多い事項

と合わせて確認しながら書類を準備してください。 

 

Q１ 無職でも、所得に関する証明書類は必

要ですか？ 
A1 

必要です。所得金額が“０”と書かれた

「所得証明書」を提出してください。【P.5

参照】 

補足 

説明 

所得がなく「所得証明書」が発行できない場合は、総所得"０"と記載された「非課税証明書」を

市区町村役場にて発行し、提出してください（課税額０と間違いやすいので注意してくださ

い）。 

Q2 給与収入ですが、源泉徴収票以外に所

得証明書が必要ですか？ 
A2 必要です。【P.5 参照】 

補足 

説明 
本学指定の必要書類として、全員「所得証明書」を提出してください。 

Q3 
確定申告に源泉徴収票を使用したので

手元にないのですが、再発行はできる

のでしょうか？ 
A3 

源泉徴収票は再発行が可能です。勤務先に

再発行の依頼をしてください。【P.6 参照】 

補足 

説明 

確定申告書に給与収入額が記載されていますが、源泉徴収票で就業状況を確認します。会社によ

っては源泉徴収票の再発行に時間がかかる場合がありますので、早めに手続きをしてください。 

Q4 
パート等で複数の勤務先を掛け持ちし

ています。どの勤務先の源泉徴収票が

必要でしょうか？ 

A4 
全ての勤務先の源泉徴収票を提出してく

ださい。【P.6 参照】 

補足 

説明 

出願日時点に 2 カ所以上で仕事をしている場合、全ての勤務先の源泉徴収票（2025 年1 月以降に

退職、就職した会社も含めて）を提出してください。 

Q5 自営業ですが確定申告をしておらず、

書類が提出できません。 
A5 

奨学金の出願には必要です。税務署で確定

申告をして提出してください。【P.7 参照】 

補足 

説明 

収入が少ないため確定申告をしていない場合は、市区町村役場で「2026／令和 8 年度（2025／

令和7 年分）市民税（県民税）申告書」を取得し、確定申告書の代わりに提出してください。 

「所得証明書」も必要ですので、あわせて準備してください。 
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家計に関する書類の説明 

１．証明書類の一覧表   

 “〇”は必須。“△”は該当する方のみ提出してください。 

 後方ページに、家計に関する各証明書類について詳細を掲載しています。 
   ※①所得証明書（課税･非課税証明書）は、収入の種類に関わらず全員提出になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生計維持者が海外在住の場合、傷病手当金・休業補償金を受給の場合、社会人学生・独立生計者の場合の説明は、P.10に掲載。

 

      証明書類 

（コピー） 

        

 

 

 

 

 

 

①
所
得
証
明
書 (
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５
年
度
（
２
０
２
４
年
分
） 

②
源
泉
徴
収
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２
０
２
５
年
（
令
和
７
年
分)

） 

③
確
定
申
告
書 (

２
０
２
５
年
（
令
和
７
年
分)

） 

④
直
近
３
カ
月
分
の
給
与
明
細 

⑤
退
職
に
関
す
る
証
明
書 

⑥
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
表
・
裏
） 

⑦
直
近
３
カ
月
分
の
帳
簿 

⑧
廃
業
証
明
書 

⑨
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
証
明
書 

⑩
年
金
に
関
す
る
証
明
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⑪
無
職
で
あ
る
こ
と
の
分
か
る
書
類 

⑫
保
護
決
定
（
変
更
）
通
知
書 

各書類の説明ページ P.5 P.6 P.7 P.8 P.8 P.8 P.9 P.9 P.9 P.9 P.10 P.10 

給与収入（パート・アルバイト・派遣含む）の場合 

2025年1月1日以前から
勤務開始し現在に至る ○ ○ △      △ △   

2025年1月2日以降から
勤務開始し現在に至る  

○ ○ △ ○     △ △   

2025年1月2日以降に退
職、その後再就職し現在に
至る 

○ ○ △ ○ ○    △ △   

2025年1月2日以降に退
職し、出願時無職 

○ ○ △  ○ ○   △ △ ○  

自営業・不動産・配当・農業・外交員・その他雑所得の場合 

2025年1月1日以前から
営業（勤務）し現在に至る 

○ △ ○      △ △   

2025年1月2日以降から
営業（勤務）し現在に至る 

○ △ ○    ○  △ △   

2025年1月2日以降に廃
業（退職）し出願時無職 

○ △ ○  △   ○ △ △ ○  

年金・恩給・生活保護受給の場合 

年金･恩給を受給中 ○ △ △      △ ○ △  

生活保護を受給中 ○        △ △ △ ○ 

無職の場合 （2025 年1月1日以前から現在まで全く収入がない方。扶養内の専業主婦を含む） 

無職（一切の収入なし） ○  △        △  

Ⅱ. 
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２．フローチャート 

 「収入の種類」から、Yes・No に従って矢印を進み、記載の書類を確認してください。 

 「収入の種類」が複数ある場合は、それぞれに該当する書類を全て準備してください。 
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 ） 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
写し等 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

現在は無職だ

が、2025 年 1

月 2 日～現在

までの間で給

与収入、その

他収入等何ら

かの収入があ

った。 

Ｎｏ 

①所得証明書 

②源泉徴収票 

③確定申告書（控）  

④直近3カ月の給与明細 

⑤前職の退職証明書 

①所得証明書 

②源泉徴収票 

④直近3カ月の給与明細 

⑤前職の退職証明書 

①所得証明書 

②源泉徴収票 

④直近3カ月の給与明細  

①所得証明書 

②源泉徴収票 

Ｙｅｓ 
①所得証明書 

③確定申告書（控） 

②源泉徴収票（給与収入もある場合） 

⑦直近3カ月の帳簿 2025年1月2日

以降に事業を

開始した。 
Ｎｏ ①所得証明書 

③確定申告書（控） 

②源泉徴収票（給与収入もある場合） 

①所得証明書 

②源泉徴収票 

③確定申告書（控） 

提出書類（全てコピー） 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

①所得証明書 

⑪無職であることの分かる書類 

①所得証明書 

⑪無職であることの分かる書類 

＜給与収入があった場合＞ 

②源泉徴収票 

⑤退職証明書 

＜雇用保険受給者＞ 

⑥雇用保険受給資格者証 

＜廃業した場合＞ 

⑧廃業証明書 

＜生活保護受給者＞ 

⑫保護決定（変更）通知書 

①所得証明書 

以下のいずれかに該当する 

 

a.２カ所以上から給与収入がある 

b.給与以外にも収入がある。 

（不動産・配当・雑所得など） 

①所得証明書 

＜年金＞ 

⑩年金に関する証明書 

＜児童扶養手当、特別児童扶養手当＞ 

⑨（特別）児童扶養手当に関する証明書 

＜生活保護受給者＞ 

⑫保護決定（変更）通知書 

＜傷病手当、休業補償金＞ 

⑭傷病手当金、休業補償金に関する証明書 

2025年1月2日

以降に就職・転

職した。 

あるいは定年

退職をして、同

じ会社に再雇用

になっている。 

 

Ｙｅｓ 

以下のいずれかに該当する 

 

a.２カ所以上から給与収入がある 

b.給与以外にも収入がある。 

（不動産・配当・雑所得など） 

Ｙｅｓ 

継続して勤務しているが、何らか

の理由で給与に変化がある。 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

 

収入の種類 

給与以外の収入 

※自営業者、 

農業所得者、 

外交員報酬、 

その他雑収入等 

給与収入 

 
※パート、アルバイト 

派遣勤務を含む 

年金や公的手当

受給中 
 

※児童扶養手当は、 

弟妹分を受給中 

の場合も提出が 

必要です。 

現在、無職 
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３．家計に関する書類の説明 

① 2025／令和 7 年度（2024／令和 6 年分）の所得証明書（課税証明書） 
 生計維持者（父と母、ひとり親の場合のみ父または母）の「所得証明書」(課税証明書)を提出。 

 所得がなく「所得証明書（課税証明書）」が発行できないと言われた場合、総所得“０”と記載され

た「非課税証明書」を提出してください。 

 収入の有無、所得の種類に関わらず提出が必要です（未提出の場合、選考を行うことができません）。 

 
 

《所得証明書について》 
 
 全ての収入・所得の種類と金額（無収入の場合でも総所得“０”と明記）、配偶者控除、扶養者控除等が記載され

ている公的書類です。 

 書類の名称は自治体により異なる場合があります（「所得証明書」、「課税証明書」、「所得課税証明書」等）。 

 書類の発行方法については、各地方自治体の役所におたずねください。 

 

■記載内容：2025／令和 7 年度所得証明書（2024／令和 6 年分の所得等の内容が記載されています。） 
■発行場所：お住まいの市区町村の役所。税務署ではありません。 
■使用目的：収入と所得の種類（給与所得、営業所得、不動産所得等）を確認します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

市民税非課税証明書 

 
住所 京都市〇〇区… 

氏名 立命 花子 

上記の者は地方税△△の規定により平成□□年度

は非課税であることを証明します。 
 

◆年（令和◆年） ●月 ■日 

市長  ▲▲ ▽▽ 

課税、非課税のみの証明

となっている書面は不可

です。 

× 

 
所得（課税）証明書 

 

住 所  

氏 名 りつめい いちろう 生年月日 昭和 50年 1月1日 生 

  2025年度 

  （2024年分） 
合計所得金額 

市民税 県民税 
年税額 

所 得 割 均 等 割 所 得 割 均 等 割 

2,660,000円 23,100円 2,500円 15,300円 1,000円 41,900円 

 

所 
得 

の 

内 

訳 

給与総収入額 4,000,000円 

所 

得 

控 

除 

の 

内 

訳 

社会保険料 400,000円   

給与所得 2,660,000円 生命保険料 35,000円   

  配偶者特別控除額 330,000円   

  基礎控除額 330,000円   

  

扶 

養 

配偶者    有 

一般扶養  1名 

特定扶養 

老人扶養 

同居老親 

同居特別障害 

障 

害 

本人 

 

配偶者 

 

普通障害 

  

  

  
 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

◆年（令和◆年） ●月■日 

○○市役所 

所得、収入の種類(内訳)と金額が記

載されているか、確認して下さい。 

無収入の場合、所得「0」と明記され

ているか、確認してください。 
 

控除項目（配偶者控除、扶

養控除、扶養の人数等）が

「＊＊＊」(アスタリスク)

で目隠しされていないか、

確認してください。 
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② 源泉徴収票  ＊給与所得を得ている方 
 勤務先発行の 2025 年（令和 7 年）分の「源泉徴収票」を提出 （再発行可） 
 ①「所得証明書」（課税証明書）や③「確定申告書」を提出した方でも、給与収入のある方は必要です。 
 2025 年 1 月から出願日までの期間中に、パートやアルバイト等で複数の勤務先でお勤めの方

は、全ての勤務先の「源泉徴収票」を提出してください。 
 既に退職されていても、2025 年に勤務していた全勤務先の源泉徴収票の提出が必要です。 
 確定申告やその他手続きで、原本が手元にない方は、事業所（勤務先）にて再発行をしてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【出典】国税庁のホームページ「税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式）＞税務手続の案内＞法定調書関係 

＞F1-1 給与所得の源泉徴収票（同合計表）＞【手書用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票」 

（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r02/23100051-01.pdf）を加工して作成 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

マイナンバー（個

人番号）の印字が

ないものを提出

してください。 

記載されている

場合は塗りつぶ

すこと。 

給与・賞与 ○○○ ○○○ 

立命 花子 
リツメイ ハナコ 

○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

中途就・退職に就職年月日の

記載のある方は、現在の勤務

先の直近 3 カ月分の給与明

細も合わせてご提出くださ

い。 

7 

ここが 

令和7年

（2025年） 

 
《「所得証明書」と「源泉徴収票」の金額について》 

 2025年度（2024年分）所得証明書の給与総収入額

と、令和7年（2025年）分の源泉徴収票の支払金額

の合計は、収入に全く変動がない場合を除き、一致

しません。金額が僅差の場合は詳細を問いませんが、

差額が大きい場合は、他にも給与収入を得ている可

能性があるため、お尋ねすることがあります。 
もしも差額が大きい場合には、前年分の源泉徴収票

も合わせてご提出ください。   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

2025年度所得証明書(2024年分) 
令和7年（2025年）分源泉

徴収票 
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③ 確定申告書（第一表・第二表） 
 2025 年（令和 7 年）分の第一表と第二表（控え）。 
 マイナンバー（個人番号）が記載された部分を隠してコピーしてください。 
 給与収入のある方は「確定申告書」とあわせて「源泉徴収票」の提出も必要です。 
 所得はあるが確定申告をする必要がなかった方は「市（区・町・村）民税・県（都道府）民税申告書（控）」

を提出してください。例年、赤字のため申告しなかった、税理士に相談し申告する必要がないと言われた

等の相談がありますが、奨学金の出願には必要ですので、税務署でお手続きください。 
 

 

《確定申告書について》 
 

 自営業や代理店営業、外交員、公的年金受給者、農業所得者、配当所得者、複数の収入がある方等が税務署に

て所得税及び復興特別所得税の申告をされた際の書類の控えです。 

 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】国税庁のホームページ「税の情報・手続・用紙＞税について調べる＞確定申告書等の様式、手引き等 

＞令和 3 年分の確定申告書等の様式・手引き等＞申告書 B【令和 3 年分以降用】」 

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/02.pdf）を加工して作成 

 
 
 
 

マイナンバー（個人番号）が記

載された部分は隠して（黒塗

り等）してコピーしてください。 

※確定申告を行ったことが確認できる書類の提出も必要です。 
 

・自宅で電子申告を行った場合：受付番号の表示がある「申告内容確認票」に「受付結果

（受信通知：「メール詳細」画面）」又は「即時通知」を添付して提出。 

・税務署で電子申告を行った場合：税務署のプリンタから出力した、受付番号の表示があ

る「申告内容確認票」（「本人用」と印字有り）を提出。 

・電子申告ではない場合、又は電子申告であるが上記書類が提出できない場合：「還付金の

通知ハガキ」「領収証書」「納税証明書(その２)（税務署にて発行）」のいずれかを添付。 
 

 よくある提出間違い  

・税理士や税理士事務所発行の「電子申告・申請等完了報告書」では受付できませんの

で、提出前に確認してください。 
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④ 直近 3 カ月分の給与明細 
 2025 年 1 月 2 日以降に就職・勤務を開始し現在にいたる方は、直近 3 カ月分の給与明細を提出して

ください。 

 派遣勤務等の場合は、勤務先の「直近３カ月分の給与明細」と雇用条件が記載されている「雇用契約

書」を提出ください。 

※「給与明細」で提出された場合、以下の式を用いて大学の方で年額を推算します。 

  計算式  平均月額 × 15 

       平均月額 × 12（「雇用契約書」にて賞与無しであることが明記されている場合のみ） 

※ 2025 年以前から継続して勤務しており、半年あるいは 1 年ごとに更新契約で源泉徴収票に退職およ

び就職の日付が記載される方は、最新の契約の更新内容が分かる「雇用契約書」をご提出ください。

2025 年分の源泉徴収票と「雇用契約書」で年間の収入を確認いたします。 

※ 2025 年１月 2 日以降に雇用形態の変化や病気等により収入に大幅な減少がある方で、減収の理由を

Web 出願フォームの「出願理由」欄に記入し、直近 3 カ月分の給与明細を任意で提出された方は考

慮いたします。 

 
⑤ 退職に関する証明書 

 勤務先で退職年月日が証明できる「退職証明書」、「離職票」、「雇用保険受給資格者証」等のいず

れか。ただし、源泉徴収票で退職日が確認できる場合は提出不要です。 
 

⑥ 雇用保険受給資格者証（表裏両方） 
 出願日時点で雇用保険を受給中、または受給見込みの方。 
 表面と裏面両方のコピーを提出してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

【出典】ハローワークインターネットサービスのホームページ「仕事をお探しの方へのサービスのご案内＞雇用保険手続きのご案内＞雇用保険受給資格者証」 

（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf）を加工して作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裏面 
写真 

支給番号 氏 名 

  

（第3面） 

表面 

ハローワーク発行の書類

です。表面と裏面、どち

らのコピーも必要です。 

見 本 
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⑦ 収入・所得報告書（自営業等その他所得の方用）※ 大学指定書式（最終ページに掲

載）および直近 3 カ月分の帳簿 
2025 年 1 月 2 日以降に事業を開始した方は、営業状況を示す直近 3 カ月分の帳簿（月次損益計算書

等）を添付してください。 

 

 

⑧ 廃業証明書 
 破産、倒産、営業停止の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」、「破産手続開始等の通知書」

や弁護士による手続き関係書類などを添付してください。 

 マイナンバー（個人番号）が記載された部分を隠してコピーしてください。 

 

 

⑨ 児童扶養手当に関する証明書（特別児童扶養手当含む） 
 出願者本人の受給は終了しているが、兄弟姉妹が受給対象となっている場合、提出が必要です。 

 受給中の方は、住所地の市区町村より交付されている「児童扶養手当証書」の氏名と受給月額のわか

る部分を提出してください（2026 年 4 月以降の金額が分かる市区町村発行の通知書でも可）。 

 特別児童扶養手当を受給されている場合、「特別児童扶養手当証書」等の証明書を提出してください。 

 

 

⑩ 年金に関する証明書（老齢、遺族、障害等） 
 2025 年 6 月以降発行の「年金振込通知書（はがき）」「年金額改定通知書（はがき）」等のコピー

を提出（氏名、発行日、受給金額が記載された部分が必要）。 

 「年金振込通知書」の場合は、１年間の支給回数を余白に明記してください。 

 
 

《遺族年金・障害年金》 
 生計維持者（父・母）が出願時受給中のものについて、証明書を提出ください（「年金振込通知書」「年金額改定通

知書」等）。 ※生計維持者でない祖父母は不要です。 

 

《年金に関する証明書類について》 
 日本年金機構から支払われる公的年金を受給中の方には、毎年 1 回（6 月頃）に日本年金機構から「年金振込通知」、

物価等の変動に応じて年金額が改定された場合には、年金額等をお知らせする「年金額改定通知書」が送られます。 

 

 日本年金機構以外の年金を受給されている場合 

企業年金や共済年金等の年金を受給中の方は、最新の支払額のわかる証明書類を提出ください。 

 （月額のみの記載で年額不明の場合は、余白に振込回数を要記入。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
【出典】日本年金機構のホームページ「年金の制度・手続き＞年金の受け取り＞各通知書の見方＞年金額改定通知書・年金振込通知書＞ 

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」（年金受給者用：はがきサイズ）」（https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.html）を加工して作成 

 

 

 

老齢年金として、

公的年金以外の

企業年金や共済

年金などを受給

されている場合

は、全ての年金に

関する証明書が

必要です。 

余白に振込み回数

を記入する 

支給回数 年6 回 
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⑪ 無職であることが分かる書類  ＊被扶養者である配偶者、就学者は不要 
 生計維持者が現在、無職・無収入の場合 

ア． 現在、求職中の場合 ： ハローワークカードなど求職中であることを証明する書類を提出。 
イ． 病気や障害により就労ができない場合 ： 医師による診断書、障害者手帳のコピーを提出。 
ウ． 収入がなく預貯金を切り崩して生活している場合 
エ． 祖父母等の親族から援助を受けている場合 
オ． 年金や雇用保険、生活保護受給中の場合 

 
 

⑫ 保護決定（変更）通知書  ＊生活保護受給中の方対象 
 最新の「保護決定（変更）通知書」を提出。  

 
 

⑬ 生計維持者が海外在住で源泉徴収票や確定申告書が提出できない場合の証明書 
 公的機関発行の「年収証明書」と会社発行の「給与支払明細書」（賞与等を含む年額）を提出。 
 日本国内に居住する家族向けの手当を受給している場合、その年額を証明する会社発行の書類。 
 外国語で記載されている書類には全て、日本語訳を添付してください。 

 
 

⑭ 傷病手当金、休業補償金を受給中であることの証明書 
 傷病手当受給中の方は、健康保険組合から発行されている「傷病手当金支給決定通知書」の受給開始

年月日および受給金額が記載されている部分のコピーを提出。 
 休業補償金受給中の方は、労働基準監督署発行の休業補償金支給額の証明書のコピーを提出。 
 

 
⑮ 社会人学生で、学生本人が生計維持者・独立生計者の場合について 

 以下Ａ、Ｂに該当する方は本人の希望により学生本人を生計維持者・独立生計者として認定し、本人

（および配偶者）の収入のみで選考できる場合があります。事前に相談してください。 
 

A．学生本人（および配偶者）に一定の収入があり家族を扶養しており、本人および家族の生

活費（学費を含む）の全てを賄っている方 
B．学生本人に一定の収入があり、父母の扶養によらず独立した生計を営み、本人および

家族の生活費（学費を含む）の全てを賄っている方 
 

提出書類 ア．イ．ウ．のすべて 
ア．本人（および配偶者）の所得に関する証明書 
イ．父母の所得に関する証明書 

 同居、別居、独立生計の有無を問わず父母・配偶者の「所得証明書」およびその他の所得に関

する書類が必要です。 
 両親がともに死亡の場合は、その旨を Web 出願フォームの「出願理由」欄に記入して

ください。 
ウ．本人が父母等の扶養になっていないことを証明する書類 
 

 
⑯ ひとり親（母子・父子）家庭証明書 

 以下ア～オのいずれかを提出 
ア．所得証明書（ひとり親・寡婦の記載があるもの） 
イ．学生本人の戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 
ウ．児童扶養手当証書（有効期限内のもの） 
エ．遺族年金の振込通知書 
オ．ひとり親家庭等医療費受給資格者証（有効期限内のもの） 

Web 出願フォームの所定の欄に

記入する。 
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参考資料 
 

 

提出書類のモデルケース 

 
以下のモデルケースはあくまでも一例であり、各ご家庭の状況によって提出の必要な

書類は異なります。 
 

【例１】父 (会社員 2025 年１月 1 日以前より勤務）・母 (専業主婦）・祖母・兄 (私立大学

生）・本人 

 必 要 書 類 （コピー） 

父（会社員） 所得証明書（2025 年度）・源泉徴収票（2025 年分） 

母（無職） 
所得証明書（2025 年度） 
所得金額が“０”と記載されているもの 

祖母 必要なし 

兄（大学生） 必要なし 

本人 必要なし 

 

【例 2】父（会社員 2025 年 1 月 2 日以降に就職）・母（パート）・祖父（年金受給）・本人 

 必 要 書 類 （コピー） 

父（会社員） 

所得証明書（2025 年度）・源泉徴収票（2025 年分） 

直近 3 カ月分の給与明細 

退職証明書 ※2025 年１月 2 日以降に前の職場を退職している場合 

母（パート） 所得証明書（2025 年度）・源泉徴収票（2025 年分） 

祖父 必要なし 

本人 必要なし 

 

【例 3】母（無職 遺族年金受給）・本人・妹（中学生） 

 必 要 書 類 （コピー） 

母（無職） 

所得証明書（2025 年度） 
所得金額が“０”と記載されているもの 

遺族年金の振込通知ハガキ 

児童扶養手当証書 

妹（中学生） 必要なし 

本人 必要なし 

 

【例 4】父（無職 2025 年 1 月 2 日以降に失職）・母（会社員）・本人 

 必 要 書 類 （コピー） 

父（無職） 

所得証明書（2025 年度） 

源泉徴収票（2025 年中に退職日までの給与収入があれば） 

退職証明書 

雇用保険受給資格者証 

（受給していないもしくは、受給を終了している場合は、現在無職であることが

分かる書類 例：ハローワークカードのコピー） 

母（会社員） 所得証明書（2025 年度）・源泉徴収票（2025 年分） 

本人 必要なし 

 
 
 
 
 

◆ 
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収入・所得報告書（自営業等その他所得の方用） 

※会社経営者および役員の方は使用できません。 
 

研 究 科

回 生 
研究科 回生 

氏 名 

 

学生証番号  

 

事業主氏名  業 種  

屋  号  

 
（単位：万円）  

 収入（売上） 経費 所得 実績 or 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

月    実績 ・ 見込 

合 計     

 

 

           開業日：      年    月    日 

 

売上・所得の状況が確認できるよう、減収後 12カ月分の実績（12カ月に満たない場合は 

見込額）を記入してください。 ※合わせて直近 3カ月分の帳簿のコピーを添付してください。 

 

収入・所得は上記のとおりであることを報告いたします。 

   年   月   日           年   月   日 
 

 

 

 

 

 

 
 

（自営業者本人） 

住所                 

氏名               印 

（会計・税務責任者）税理士・会計士・（    ） 

住所                 

氏名               印 


